令和7年度
釜石市事業承継コーディネーター業務委託仕様書
釜石市事業承継コーディネーターの業務委託の業務内容及び業務範囲は、釜石市事業承継コーディネーター設置要綱及びこの仕様書による。
1.業務委託名

　釜石市事業承継コーディネーター業務委託
　
2.履行期間
　契約締結の日から令和8年3月31日まで
3.業務目的
　本業務では、市内事業者の高齢化及び跡継ぎ不在等による廃業の抑制に向けて、事業承継支援ネットワークを構築し、後継者不在のため廃業を検討している事業者や、事業承継に関する課題を抱える市内事業者（以下「譲渡希望者」という。）及び当該事業の譲受けを希望する者（以下「譲受希望者」という。）の適切な情報の把握を通じて、市内事業者の円滑な事業承継を推進することで、域内における廃業による経済的損失を防ぎ、地域経済の維持及び発展を図ることを目的とする。
4.業務内容
受託者は、以下の業務を実施する。なお、やむを得ない事情により、実施困難となった場合は、代替の実施方法及び業務内容について、市商工観光課商工業支援係(以下「市」という。)と協議の上、変更及び決定することができる。
(1)　釜石市内の事業承継支援ネットワークの構築
ア　行政機関、地域金融機関及び経済団体等と連携し、譲渡希望者及び譲受希望者の情報共有及び支援活動を円滑に行うための体制を構築すること。
イ　本業務における事業承継支援の有効性を高めるため、委託期間内で1回以上、事業承継支援ネットワーク参画団体との情報連絡会議等を開催すること。なお、情報連絡会議等の実施に当たっては、支援内容に適性のある講師を招へいすること。
ウ　情報連絡会議等当日の進行及び運営並びに講師への謝金等の支出その他関連する諸経費の支出については、受託者が責任をもってこれを行うこととする。

　(2)　譲渡希望者の事業承継に係る課題及び支援ニーズの抽出、相談対応等
　　ア　面談又はヒアリングにより、譲渡希望者の今後の経営の展望、後継候補者の有無、事業承継における課題、求める支援、専門家による訪問支援の利用希望の有無等を把握すること。その際、譲渡希望者ごとに対応内容が分かるヒアリングシート(任意様式)を作成すること。
　　イ　ヒアリングシート作成後、速やかに市へ提出すること。
　　ウ　必要に応じて、釜石商工会議所、岩手県事業承継・引継ぎ支援センター、市内金融機関等、適切な支援機関へ引き継ぐこと。
　　エ　支援機関への引継ぎ後、事業承継手続きが完了するまで、必要に応じて支援に協力するなど、円滑に手続きが進行するよう配慮すること。
(3)　釜石市内における事業承継に関するセミナーの企画及び実施
ア　譲渡希望者の意識啓発を図り、本業務における事業承継支援の有効性を高めるため、委託期間内で1回以上実施すること。なお、セミナーの実施に当たっては、支援内容に適性のある講師を招へいすること。
イ　事業承継のポイントや手順、後継者選定の方法及び事業承継計画の策定等を盛り込んだ内容とし、受託者及び講師で事前に企画検討を行い、市と十分協議した上で実施すること。
ウ　受託者のネットワークを活用し、又は(2)のヒアリング先譲渡希望者への参加を呼び掛ける等、確実な集客を図ること。
エ　セミナー当日の進行及び運営並びに講師への謝金等の支出その他関連する諸経費の支出については、受託者が責任をもってこれを行うこととする。
(4)　譲受希望者の発掘及び事業承継を希望する譲渡希望者との引き合わせ 
ア　市民、市内への移住希望者及び地域おこし協力隊員等、譲受希望者となり得る人材の発掘及び育成を行うこと。
イ　譲受希望者からの個別の相談に対応し、相談内容や課題に沿った適切なアドバイスを行うこと。その際、譲受希望者ごとに対応内容が分かるヒアリングシート(任意様式)を作成すること。
ウ　ヒアリングシート作成後、速やかに市へ提出すること。
エ　(2)で把握した譲渡希望者のニーズが、譲受希望者に合致するような場合は、適宜マッチング支援に向けた提案や伴走支援等を行うこと。
オ　必要に応じて、釜石商工会議所、岩手県事業承継・引継ぎ支援センター、市内金融機関等、適切な支援機関へ引き継ぐこと。
カ　支援機関への引継ぎ後、事業承継手続きが完了するまで、必要に応じて支援に協力するなど、円滑に手続きが進行するよう配慮すること。
(5)　業務の記録と報告
ア　月ごとに業務完了報告書(任意様式)を市へ提出すること。

イ　本業務に基づく業務を行った場合は、業務内容(活動場所、対応時間、対応の相手方、概要、内容、参加者数、セミナー等の当日写真等)を帳票(任意様式)等を用いて記録し、月ごとの業務完了報告書（任意様式）と併せて提出すること。
　(6)　業務委託実績報告書の作成と提出
委託業務完了時には、委託期間内に実施した業務を、業務委託実績報告書(任意様式)としてとりまとめ、市へ提出すること。

5.委託経費
　人件費相当分1,056千円(税込)及び諸経費相当分264千円(税込)を上限とし、諸経費相当分の対象となる経費は以下のとおりとする。
また、セミナー等の開催にあたり利用料などの金銭を徴収することはできないものとする。ただし、食糧費及び原材料費、保険料等の参加者が負担すべきと判断できる経費については、市と協議の上、参加者から徴収することを認めるものとする。
　(1)　講師等への旅費(イベントの開催に伴うものに限る。)
(2)　講師等への報償費(イベントの開催に伴うものに限る。)
(3)　使用料及び貸借料
(4)　消耗品費

(5)　印刷製本費
6.委託料の支払い
(1)　人件費相当分は、月払いとし、業務完了報告書に基づき、業務が適正に履行されていると判断される場合、稼働月の翌月に指定の口座へ振り込みを行うものとする。
(2)  諸経費相当分は、完了払いとするが、受託者からの請求により前金払いを可能とする。
(3)  諸経費相当分は、業務完了時に精算を行うものとする。
7.会計処理等
　委託費の会計処理については次によるものとする。
　(1)　専用の帳簿を設け、費用区分に従い整理すること。
  (2)　支出の根拠となる請求書、領収書等を保存すること。
8.その他

(1)　受注者は、本業務中に生じた事故に対して一切の責任を負うものとし、事故状況等を速やかに発注者に報告し、最善の処置を行わなければならない。
また、損害賠償の請求があった場合には、受注者が自己の責任において一切の処理をするものとする。

(2)　業務により得られたあらゆるデータ及び成果品は、釜石市に帰属するものとし、釜石市の許可なく他に使用あるいは公表してはならない。
(3)　本業務の遂行に当たっては、譲渡希望者及び譲受希望者の意思を尊重し、拒否の意向が示された場合には、それ以上の確認、調査等を行わないこと。また、クレームが発生した場合には迅速かつ誠実な対応を行うとともに、市へ報告すること。
(4)　本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者及び受託者が協議の上定めるものとする。
